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第113回官民競争入札等監理委員会議事次第 
 
 

                          日  時：平成25年８月１日（木）14:59～16:15 

                          場  所：永田町合同庁舎１階第１共用会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 官民競争入札等監理委員会の当面の進め方について 

 

３ 「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しについて 

 

４ トータルコスト分析に関する分析手法及び対象事業について 

 

５ 国民年金保険料収納事業に係る委託業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置 

  の報告について 

 

６ 平成25年度官民競争入札等に係る対象事業選定方針（素案）について【非公開】 

 

７ 閉 会 
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○樫谷委員長 それでは、定刻よりちょっと前ですけれども、お集まりになりましたので、

第113回「官民競争入札等監理委員会」を始めたいと思います。 

 本日の議題は議事次第のとおりでございますが、事務局に異動がありましたので、御挨

拶を梅溪内閣府審議官のほうから、よろしくお願いします。 

○梅溪内閣府審議官 梅溪でございます。 

 ６月末に内閣府審議官を拝命いたしました。きょうから出席させていただきます。どう

かよろしくお願いいたします。 

○樫谷委員長 金子参事官、お願いします。 

○金子参事官 ７月１日付で着任いたしました金子でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○樫谷委員長 ありがとうございました。 

 それでは、議題６につきまして、本日、本委員会運営規則第５条の規定に基づきまして、

会議を非公開とし、後日、議事要旨を公開することとしたいと思います。 

 まず、最初の議題であります「官民競争入札等監理委員会の当面の進め方」につきまし

て、事務局から後藤参事官、よろしくお願いいたします。 

○後藤参事官 それでは、お手元の資料１－１をごらんください。当面の進め方というこ

とでございます。 

 閣議決定が６月14日でございましたが、それ以降公開で行う最初の委員会でございます

ので、今年度の監理委員会の体制と検討課題等について、御説明申し上げたいと思います。 

 まず、資料１－２でございます。次のページをごらんください。 

 これまで13名でございましたが、小林委員が昨日付で監理委員会の委員を辞職されまし

た。本日から会計検査院の検査官に御就任ということでございます。 

 小林委員におかれては、監理委員会と入札監理小委員会の主査をお務めいただきまして、

委員会の当初よりお務めいただき、236回の御出席を賜ったということでございます。 

 30日にも入札監理小委員会がございまして、皆様方には大変お世話になりました、あり

がとうございました、よろしくお伝えくださいという御伝言をいただいておりますので、

御報告させていただきます。 

 次の１－３をごらんください。８月１日付で専門委員の方を３名任命しておりまして、

専門委員の方は合計25名になっております。追加した委員は、３番目の生島佳代子様、17

番目の清水至様、18番目の関根愛子様となっております。 

 次の資料１－４をごらんください。監理委員会の組織図ということでございます。 

 これは昨年９月にお示しした組織図と枠としては変わってございませんが、入札監理小

委員会において審議の効率化と、件数がふえたことへの対応もございまして、Ｃグループ

を設けまして、グループ間の委員の移動と、石堂委員が小林委員の御後任として委員長の

指名により入っているところでございます。体制としては、この１－４で今年度を進めて

いただければと思っております。 
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 次の資料１－５をごらんください。今の体制図に専門委員の方を加えました組織体制で

ございます。 

 新しく加わった専門委員の方々は、それぞれ入札監理小委員会のＡ、Ｂ、Ｃグループに

お名前を連ねさせておいております。 

 また、地方公共サービス小委員会のほうにも生島様に入っていただきます。生島様は東

京都の専門委員もされておりまして、地方行財政改革も御担当ということでございますの

で、公金の債権回収等の小委員会のテーマに合ったということで、こちらに属していただ

いているところでございます。 

 次の資料１－６をごらんください。今年度の検討課題、大まかものでございますけれど

も、予定として示させていただいているところでございます。 

 左から「公共サービス改革基本方針」「選定された事業に係る実施要項、事業の評価」

「法対象事業の選定等」及び「業務フロー・コスト分析」でございます。次の「トータル

コスト分析」は後で御説明します。さらに、「地方公共団体における公共サービスの改革

について調査検討」。それぞれこの赤枠で示したところが監理委員会の議題となってくる

ということでございます。 

 左から２番目でございますが、「選定された事業に係る実施要項、事業の評価」につき

ましては、実施要項案については今年度80件程度、事業の評価については40件程度という

ことで、効率的な審議ができるよう事務局としても努めてまいりたいと思っております。 

 「法対象事業の選定等」につきましては、本日、選定方針の素案を後で御審議いただき

ます。また「業務フロー・コスト分析」の対象等につきましても、今後の進め方をここに

書かせていただいているところであります。 

 手引きの内容は、今回見直しを行ったということ、それから、新しく「トータルコスト

分析」に着手するということの流れを簡単に説明させいただいているところでございます。 

 また、地方小委につきましては、これは先日も小委員会を開始したところでございます

けれども、内容を踏まえて適宜監理委員会に途中経過等を報告していくものでございます。 

 資料１につきましては、以上でございます。 

○樫谷委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問ございましたら、御発言いただきたい

と思うのですが、いかがでしょうか。ここにつきましては、よろしいですか。ありがとう

ございます。 

 それでは「官民競争入札管理委員会の当面の進め方」について、委員会として了承とい

うことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○樫谷委員長 ありがとうございます。 

 続きまして、次の議題に進ませていただきたいと思います。議題３の「『業務フロー・

コスト分析に係る手引き』の見直し」と、議題４の「トータルコスト分析に関する分析手
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法及び対象事業」につきまして、名称が長いのですけれども、「業務フロー・コストの分

析・情報開示に関するワーキンググループ」で検討いたしました。 

 まずは、議題３の「業務フロー・コスト分析に係る手引き」の見直しにつきまして、後

藤参事官より御説明いただきたいと思います。 

○後藤参事官 まず、お手元の資料２をごらんください。 

 今、委員長からお話がございましたワーキンググループで使用した資料を、そのまま使

わせていただいております。 

 この業務フロー・コスト分析・情報開示につきましては、２つの役割を考えております。 

 １つ目は、業務フロー・コスト分析の実施手法。手引きを各府省等に理解していただい

て、どのように進めるかといった実施手法に関することをこのワーキンググループで検討

し監理委員会で了承いただいたものですが、その見直しというのが今回でございます。 

 ２つ目に、昨年９月の監理委員会等でも御議論になりましたけれども、トータルな観点

からコスト分析をするということが必要であろうということで、トータルコスト分析と呼

んでおりますけれども、これは後で御説明申し上げますが、この２つについて、このワー

キンググループで検討していこうということでございます。 

 この図で申しますと、７、８月のところに「WG」とその横に「監理委員会」とあります

が、ここは本日その内容、手引きの見直しの検討を御報告させていただこうということで、

後で御説明申し上げます。 

 また「トータルコスト分析」についても、どのような分析手法でどのような事業で行っ

ていくのかということも、後で御説明申し上げたいと思います。 

 次のページをごらんください。少し字が小さくて申しわけございませんが、参考資料と

いたしまして、これまでこの「業務フロー・コスト分析に係る取組等の経緯」について少

しおさらいを申し上げたいと思います。 

 まず、平成22年度の公共サービス改革基本方針の閣議決定で、初めて「内閣府は各府省

に対して、常日頃から民間委託が可能と考えられる公共サービスについて業務フローや費

用の分析を行い、当該情報を広く国民に提供できる体制を整えることを求めるとともに、

対応指針（ガイドライン）を作成し、各府省に提示する」ということが定まっております。 

 これを踏まえまして、監理委員会では、この右から２番目のワーキンググループ等を設

けまして、パイロット事業ですとか各府省の取り組み、あるいは委託調査等を活用した先

進事例等を集めまして、業務フロー・コスト分析の取りまとめということで、手引きを作

成したというところでございます。 

 これが平成23年度の末、平成24年４月３日の監理委員会で了承いただいたという流れで

ございます。 

 これは自主的に、特に国や独法とか、自分たちの仕事がどれだけのコストがかかってい

て、どういう段取りでやっているのか非常にわかりにくいので、見える化をして情報提供

をしようという趣旨で、その分析書をつくったということですので、自主的な取り組みを
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促すということでスタートしたということでございます。 

 ところが、23年の７月15日というのが、上から３段落目ぐらいに「基本方針改定」とあ

りまして、翌年になりますと、下線部のところですけれども「業務改善、効率性・効果性

向上の観点から、業務フローやコストの分析の実施を監理委員会から求められた場合、法

第４条の国の行政機関等の責務の趣旨を踏まえ、国の行政機関等は応じなければならな

い。」とされ、これは国の行政機関等は自分の事業をみずから見直しをし、さらに市場化

テストの対象事業を選定するという２段構えになっているのですが、そういった見直しを

するというときに、この業務フロー・コスト分析を使って、国の行政機関は応じなければ

ならないんだという書きぶりをして、２段重ねにしているというところが追加になってお

ります。 

 これに基づきまして、その下に青地で４つの事業、従来この市場化テストのヒアリング

においても、対象にできるかできないかで、各府省とコスト認識等で差があった事業ある

いは独法の中期計画等でアウトソーシング等が書かれた事業等を選定いたしまして、業務

フロー・コスト分析の実施を、この手引きに基づいてしていただいたという経緯がござい

ました。 

 その結果については、その下から２つ目の４事業のヒアリングをした結果、いずれの事

業も市場化テストの対象として適当な事業であるとは認められなかった。ただ、手引きを

活用した結果、業務改善をするということもございますので、それについては、きちんと

見ていこうということの御報告があったということでございます。 

 こういった流れがあったということを踏まえまして、ちょっと前置きが長くなりました

が、資料３－１に進んでいただきまして、手引きの見直しということであります。 

 先ほど来、申し上げましたように、目的が２つになっているものですから、少し手引き

自体がわかりにくくなっているということがございましたので、今回の改定に当たりまし

ては、まず、自主的に実施するものであることを示した上で、ただ、監理委員会の分科会

等が要請したものについては、改善措置が不十分だという場合には、市場化テストの導入

を求めるということを少しわかりやすく書かせていただいたというのが１点目でございま

す。 

 ２点目は、４事例で行いましたので、その結果を活用して、どのような業務改善に取り

組んだのかという実例も提示したということでございます。より使いやすく、参考にして

いただこうという趣旨であります。 

 ３点目は、見やすさとか理解しやすさということで、特に初めてこういったものに取り

組む者に配慮いたしまして、全体を再構成させていただいたところでございます。 

 次の資料の３－２と３－３、３－４となっております。３－２を見ていただきますと、

「業務フロー・コスト分析の実施目的」というところでございます。これは先ほど口頭で

申し上げました２つのことがそのまま書いてありますので、省略させていただきますが、

そういう趣旨でございます。 
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 「業務フロー・コスト分析の一連の流れ」というのが下にありまして、少し細かい手続

がありますが、青い枠の中は、いわゆる監理委員会が求めたものがどのように、今後、分

析が実施され、改善措置を検討して、市場化テストに進むというケースを書いたものです。

これだけではなく「自主的な改善の意思」というのが、枠の外側の一番下に書いてござい

ますけれども、みずから取り組んでいただいたものについては、まずは改善の内容を見て、

その判断をしていくこととしたところであります。 

 資料３－３が手引きの概要ですが、これは、今、申し上げたことを１枚にしたというこ

とでありますので、本体で少し御説明を申し上げたいと思います。 

 資料３－４の手引き、本体を非常に薄くしたものでございますが、ごらんください。 

 ２ページに「実施目的」ということでございます。この目的は、先ほど来、繰り返して

おりますけれども、まずは自らが実施するんだということ、必要に応じて、分科会によっ

て監理委員会が実施を求めるということをあらわしたものになっておりますので、先ほど

と同じでございます。 

 次の３ページをごらんください。具体的な実施方法でございます。 

 これは、変更はしておりませんが、わかりやすく図形化したということでございまして、

さまざまな業務がある中ですけれども、どういった業務を区分して、その業務区分の中か

らさらに細かな事務区分を選び出して、そこについて業務量、人件費等のコストまで発展

していくということを見通したものということでございます。 

 ４ページですが、「対象機関」は法の対象機関と同じであります。「対象業務」ですが、

これは、自主的に行う場合、どんな業務をやったらいいのかということで、業務量の多い

もの、特に改善の余地があると自らが思っているものに加えまして、下線部ですが、複数

の業務によって一体的に機能を発揮される業務の場合は、それもあわせて幅広くやってい

くことで効率化を図るというものの考え方をします。 

 「参考」としてこの青枠でありますけれども、民間の市場化テスト推進協議会というと

ころで書いてございますような内容等も、これも積極的に参考にしていただいたらどうか

ということで、この業務フロー・コスト分析の実施が望ましい業務のところに付け加えさ

せていただいたところであります。 

 ４ページの一番下、「具体的な分析方法」というところですが、業務量調査票で業務量

を調査して、対象分野を特定するという一般の流れに加えまして、ただし、ヒアリング対

象として監理委員会が求めたものについては、ピンポイントで当該業務を分析対象にする

んだということも書き加えております。 

 ５ページ、６ページは、ちょっと細かいのですけれども、業務区分、それぞれいろんな

組織でいろんな業務をやっていますので、その業務区分をしながら、これは非常に時間の

かかっている、この課としては一番大きな人員なりコストがかかっているというものを選

び出して、それを分解していくということを、この数字ですとか図を使いながら、流れを

追ったのが５ページ、６ページでございます。 
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 特に６ページは、その業務をさらにいわゆるフロー図ということで、流れ図をつくって、

どんな人がどういう立場でかかわっているのかと書き出していだたいて、書き出していた

だいたら、今度は業務量調査につながるということになりまして、７ページ、８ページと

いうことで、それぞれの人が実際、何時間ぐらいこの業務にかかわっているのかというこ

とを分解していきます。 

 分解していくと、あとは単価を掛ければコストが出てくるということになりますので、

こうやって追いかけていくのだということを、イメージもございますけれども、示したも

のとなっております。 

 ９ページにまいりますと、では、分析をどう行うのかということで、これもちょっと書

き足したところがございまして、９ページに①～⑦、例えばボトルネックになっている、

手待ち時間がある、重複しているとか簡素化、定型化できるといったものを見つけ出すと

いう、その分析の視点を少し際立てて書かせていただいています。 

 10ページからはコスト調査ということで、今までは業務量調査、これだけで業務改善が

十分期待できるのですけれども、さらにコストというところまで進む場合には、10ページ

以降の作業が必要になります。 

 監理委員会から分析を求めた場合は、このコスト調査まで求めることにしているのです

けれども、その一般的なコストの考え方を書いております。 

 11ページの「分析結果の活用（改善措置を検討）」は、どう改善するのかということで

ありまして、分析の結果によっては、その一部の事務については、廃止したり、簡素化、

定型化、外注化するといったこと等で改善ができるのではないかというイメージを書かせ

ていただいております。 

 12ページは、４事業で分析を行ったことによります具体的な改善例を書いております。 

 下の表を見ていただきますと、これはある業務でございますけれども、人がどのぐらい

の時間張りついていたのかを見る中で、特定の業務に非常に時間数を割いているというこ

とがわかりましたので、この分析をした府省のほうから、効率化の観点からシステム化を

したいという改善提案がございまして、いわゆる定型化ということにたどり着いたという

ことが得られたものですから、これを書かせていただいたということでございます。 

 もう一つ、造幣局というところも同様に行ったのですが、次の13ページでございますが、

中期計画の目標、国が定める目標ですけれども、この造幣局という独法の業務の見直しと

いうところの中に、「業務フロー・コスト分析の結果を踏まえて、効率性、コスト削減、

民間ノウハウの活用の観点から外部委託の拡大を推進する」と記されまして、こういった

他の行政の目標とか計画等にこの分析が一体化したという例を挙げさせていただきました。 

 こういった活用をしていただくことで、継続的にこの分析が普及するということを期待

して書いております。 

 最後、13ページの４ですが、自主的に分析を実施した場合は、どこで取り組まれている

のかが把握できないため、自主的な業務フロー・コスト分析を、この手引きを使って行っ
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た場合には、まずは事務局のほうに報告をしていただくことが望ましい。 

 それを見直しに活用するとともに、優良事例については、監理委員会において内容を確

認した上で公表していくこととして、一段とこの普及に努めたらどうかということでござ

います。 

 説明は以上でございます。 

○樫谷委員長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御意見、御質

問はございますでしょうか。 

 業務フロー・コスト分析というと、管理会計的な手法で自分の業務を見える化をして、

そのどこにどういう時間とコストが、これは主に人件費のコストなのですけれども、かか

っているかというところを把握して、改善につなげるという手法の１つだということで、

ワーキンググループで検討しているということであります。いかがでしょうか。 

○石堂委員 一番最後のところで「自主的な業務・フロー・コスト分析の実施」というこ

とで、やったときには以下の８の様式で「その結果を内閣府公共サービス改革推進室まで

報告することが望ましい」という表現になっているのですが、これは内閣府の推進室とし

ては、報告が上がってこない省庁は原則としてやっていないのだなと認識するのですか。 

○樫谷委員長 それについて、後藤参事官、いかがですか。 

○後藤参事官 そこに関してはいろいろ議論がございましたけれども、まず報告を義務づ

けるとなると、使っていただく際のハードルになってしまうのかなというのがありまして、

まずは望ましいということからスタートしてはどうかと思っております。 

 ただ、今後、監理委員会が業務フロー・コスト分析を求めていく中で、既に自主的に取

り組んでいたということであれば、そのチェックができるのではないかと思っているとこ

ろであります。 

○樫谷委員長 よろしいですか。清原委員、どうぞ。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 今回この「業務フロー・コスト分析に係る手引き」を改定される際、９ページの「３－

２）調査結果の分析（様式５）」について観点を追加されたと、今、御説明を伺ったので

すけれども、前の手引きを見ていないので恐縮ですが、この①～⑦の観点というのは、前

も例示はされていたのでしょうか。それとも、今回初めて例示されたのでしょうか。 

○樫谷委員長 どうでしょうか。 

○後藤参事官 これは前もございましたが、このような形でわかりやすくしていなかった

ということでございまして、そこは訂正させていただきます。 

○樫谷委員長 例を修正したということですね。 

○清原委員 そこで感想なのですけれども、確かに調査をするというところまではできま

すが、それをどのような観点から分析するかというときに、基本的な視点が７つ並んでい

ると思います。特に市役所などでも、業務改善しているのですが、どうしても「超過勤務」

が多く見られる部署とそうでもない部署、あるいは「季節によって集中する業務」がある
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部署は、年間を通して平均すれば、それで調整はできるというのと、恒常的に年間時期を

問わず総体的に超過勤務が多いという傾向が見られることがあります。 

 そういう場合、業務分析を自治体でもしているのですけれども、この①～⑦の視点の中

に、１年間の時間軸の要素だとか、あるいはそういうことと関係なく、この業務に固有の

特性があっての傾向なのかといったことも重要です。国の業務でもあるかもしれませんの

で、何かそういう年間の時間軸の中でどういうふうに判断していくかという視点も重要だ

と思います。 

 一定期間集中する業務については、例えば税に対する納税通知書発行業務などがあり、

多くの自治体は臨時職員をお願いしたり、あるいは大きな規模の自治体の場合には、限界

のある中ではありますが、民間にお願いしているケースもあるやに思います。 

 そういう意味では、国の場合にもそういう視点が入ることによって、全体ではないけれ

ども、一部民間との協働というのが生かされるものもあるかもしれません。そんな視点も

加えることがいいのかなと思って発言いたしました。 

 以上です。ありがとうございました。 

○樫谷委員長 ありがとうございます。後藤参事官、いかがですか。 

○後藤参事官 ４ページのところをごらんいただきますと、実は業務を選ぶときに、通年

やるのか、それとも、今おっしゃられましたように、特定の時期に集中するという業務も

ありまして、それはやはりピンポイントにやったほうがいい。 

 年度中の一定期間で非常に業務量が発生するときに、そこも効率化をするとなると、ま

た別の手法でございますので、そこは確かにおっしゃるように、ここの部分は少しわかり

にくいところがあるかもしれませんけれども、気持ちとしてはそういう流れで、まずは無

駄なくピンポイントでその業務量調査をして、おっしゃったような分析に生かすというと

ころを主としております。 

○清原委員 ありがとうございました。 

○樫谷委員長 ありがとうございます。確かに清原委員がおっしゃったように、時間軸を

少し考えたほうが、集中したときに段取りとかをうまくすれば、集中を分散化することも

可能なので、多分そういう思想も必要になるかもわかりませんので、今後また検討してい

ただきたいと思います。 

 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。小幡委員、お願いします。 

○小幡委員 施設・研修等分科会として、現実に試験業務等で、この業務フロー分析をや

っていただいたのですが、やはり前々から何とか民間委託できるのではないかとこちらか

ら言っていたのですが、現実には、今の時間軸の話ではないですが、繁忙期とそうでない

ときと、人を何とかやりくりしてどうにか回っている、何とかやっているので、かえって

官民競争入札等にすると、むしろコスト高になるのではないかとおっしゃって、なかなか

やっていただけませんでした。 

 今回そういうところについて、業務フロー・コスト分析を積極的にやっていただいて、
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人がどう動いているかということを、自分たちも初めて明確にできたということですので、

やっている公務部署のほうもよかったのではないかと思うのです。 

 先ほどなかなか義務づけることは難しいというお話がありましたけれども、最終的には、

こういう分析が大変有用であるということを、情報提供を広く進めることによってわかっ

ていただいて、広く取りかかっていただきたいと思っています。 

○樫谷委員長 ありがとうございます。 

○後藤参事官 その点につきましては、ホームページのほうでも、少しそれ専用のホーム

ページを設けたりとかしながら、情報が集まってさまざまな状況がわかるように、事務局

でも工夫をしたいということで検討しているところでございます。 

○樫谷委員長 清原委員が御指摘のように、また地方公共団体でも十分活用できるものは

たくさんあると思いますので、その辺に対する御説明というかアピールというか、あわせ

てしていただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 確かに時間軸で私が必要だと思っているのは、私は会計士ですが、どの企業の経理課で

も、決算期末は忙しいのですけれども、１月から半月ぐらいは遊んでいて後半が忙しい。 

 だから、段取りをすれば、実はそれほどでもないのですね。わざわざ集中させているみ

たいなところもなきにしもあらずなので、多分そういう発想も、これだとわかってくるな

らおもしろいかなと思いますので、またそんなものも分析していただいて、つけ加えてい

ただくということが必要かと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次の議題であります「トータルコスト分析に関する分析手法及び対象事業」

について事務局より御報告いただきたいと思います。 

○後藤参事官 引き続き、資料４－１と４－２、非公表資料で御説明申し上げたいと思い

ます。 

 トータルコスト分析につきましては「分析実施の目的」というところに書きましたが、

市場化テストを実施いたしますと、情報開示ですとか実施要項をつくるとかの段階で、法

の趣旨を慮ると、公共サービスの維持、向上をどのようにしていくのかということで、い

わゆる事務負担というものがあるのが各府省等の共通の悩みでございまして、それを経費

的にモデル的に試算をすることで、ある程度標準化が図れるのではないかということです。 

 それをトータルのコスト、市場化テストを導入したことによって、民間事業者等の落札

による経費削減と、発注側でふえてしまっているかもしれないコスト増分等をトータルで

見ながら、どういったものにそれを導入することがより適切なのかという観点で、事業選

定基準の策定とか、あるいは事務手順の改善等に資することができないかということでご

ざいます。 

 これは、昨年９月の最初の監理委員会のときに、引頭委員、ほか樫谷委員長のほうから

もこういったことが必要で、そろそろやってもいい時期ではないかというご発言を踏まえ

て、少し遅くなりましたけれども、事務局で検討してきたものでございます。 

 「実施に係るポイント」でございますけれども、まずはトータルコスト分析の対象範囲
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と調査方法をどうするかということであります。分析は、まず、実施要項という、いつも

入札小委では皆様には大変お世話になっているところでございますけれども、その実施要

項をつくるときのいわゆる経費をどうするか。 

 それから、事業を実施している期間中、事業の評価、次のPDCAということで、何が悪か

ったのか、コスト削減ですとか、競争性がどうだったか、あるいは民間事業者の提案がど

うだったのかといったことを評価するわけですけれども、そのときの分析を実施府省がす

るときの経費、これらについて、各府省へのアンケート調査によって要した時間等を把握

するという、まずはコストではなく、時間量、業務量調査ということで、実施をしたいと

思っております。 

 対象となりますのは、ある程度分析等のしやすさですとか、モデル的なことも見まして、

施設管理、公物管理、統計の各分野から複数選定をするということです。 

 各府省においては、これは任意でお願いをしていくということになりますので、昨年度

実施したもの、直近のもので担当者も余り変わっていないというものについて、実施要項

をつくったとき、あるいは事業評価をしたときにどれほど時間がかかったのかということ

を、事務負担も考慮しながら、昨年の事業ということで選定させていただきました。 

 内閣府は、内閣府といっても実施要項をチェックしたり、監理委員会等で御審議いただ

くということも含まれておりますけれども、これはオンタイムで今年度の実施要項の策定

等にどのぐらい時間がかかっているのかといったことを調査することで、精度向上に資す

ることとしたいと思っております。 

 「試行の実施」ですけれども、実はこの４月以降、どういった手法がいいのかというこ

とを少し内閣府の中で先行して実施しておりまして、その結果をワーキンググループで御

検討いただきましたので、本日その対象と方法を御説明したいと思っております。 

 次の４－２という説明資料がございますので、お手元に広げていただければと思います。 

 「トータルコスト分析結果の実施について（実施の意義等）」でございます。 

 市場化テストについては、質の維持向上、経費削減、入札手続の透明性、公正性、競争

性の確保ということで、効果が得られているということでございますけれども、一方でコ

ストの観点から、官側にもコストがかかっているということで、これを勘案することで、

トータルでコストが減少したのかどうかも精査する必要があるということでございます。 

 そのために、市場化テストに係る官側の経費について、標準モデル化を図りまして、ト

ータルの観点から削減効果というものについて見ていこうということでございます。 

 ここに図がございますので、見ていただきますと、いわゆる左側が市場化テストを導入

する前、緑色の人件費、委託費があったということでございます。普通の入札の場合は、

発注事務の経費がございました。 

 市場化テストを導入することによって、経費は一般的には下がっておるところでござい

ますが、赤い部分の市場化テスト導入にかかる経費というものが追加されていることにな

るので、今まで見えなかった赤い部分を、探っていくことで、余りこの経費削減効果が得
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られない業務を選定するのは少し控えるなり、監理委員会としてもそういった状況を把握

して、さまざまな判断に使うことが有用ではないかということでございます。 

 市場化テスト導入に係る経費として計測する必要がある経費ですが、委託期間中は、ほ

とんど管理コストというのはかからないことでございますので、これは除いて、実施要項

策定時、事業評価時に絞ってやることが合理的ではないかということで、これはアンケー

ト調査ではかろうということでございます。 

 次の２ページをごらんください。対象を選ぶというときに、先ほど施設管理、公物管理、

統計と申しましたが、平均的なコスト減少率、もちろん、削減額があるわけなのですが、

率を見て、余り削減されていないものは、選定したことによって逆転してしまう可能性も

あることから、施設管理、公物管理、統計については、対象例も多いということもありま

すので、これを選んでみてはどうかということでございます。 

 右側に「計測するトータルコストの範囲」というのがございますけれども、どこまでを

このコストの範囲とするかということですが、当該事業へ市場化テストの導入に係る人件

費及び物件費としております。導入に係る委託費というのは、例えば、実施要項をつくる

ことを委託している府省等もあることから、そういったこともきちんと把握する、また情

報開示の資料作成に手間がかかることで外注化している、こうしたものもきちんと押さえ

た上で分析対象にしようということであります。 

 個別の事業によっては、さまざまに経費がかかっている例もあるかもしれませんので、

この際、ぜひコストがかかっているものについては、その要因についても押さえておこう

と思っております。 

 次の３ページ、これは先ほどの業務フロー等も同じでございますけれども、エクセル等

を使いまして、実施要項を策定するときのいわゆる流れ図を書いて、それに手帳とか会議

とか、そういったものを見ながら、管理職員と一般職員、２つに大きく区分しまして、ど

のくらいの時間等を従事したのかということを書いていただくと、自動計算でコストまで

わかるようにしていきたいと考えました。 

 次の非公表資料等をごらんいただきたいと思いますが、これはまだ相手の府省と調整が

ついてございませんので、非公表とさせていただきますけれども、大まかに金額もそれぞ

れ取りそろえまして、こういったところについて、今後、当たっていったらどうかなと考

えているところでございます。 

 実施要項、事業評価、それぞれイメージとしてこのように列挙させていただいたところ

でございます。今、事業規模はおおむね３千万円という監理委委員会としての基準を運用

しておりますけれども、これを引き上げる必要があるかどうかというところも、何らかの

情報が得られるのではないかなと思っているところであります。 

 参考までに、資料Ａ－１というのは各府省にお願いするものですので、お願いベースと

いうことで、府省にはこのような協力依頼をしていくというものを添付させていただきま

した。 
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 説明は以上でございます。 

○樫谷委員長 ありがとうございました。ただいまの御報告につきまして、何か御意見、

御質問はございますでしょうか。 

○事務局 １点だけ補足させていただきます。 

 資料４－２の１ページ目なのですけれども、先ほど参事官の説明の中で、市場化テスト

の導入にかかる経費として計測する必要がある経費ということでございましたけれども、

事務局の経費といたしましては、先ほど参事官の説明からあったとおり、実施要項と事業

評価のときのコストを計測するのですけれども、各府省側においては、委託期間中もコス

トが発生していることから、この３つの実施要項を委託期間中、事業評価時のコストを計

測するということになっております。 

 以上です。 

○樫谷委員長 ありがとうございました。いかがですか。井熊委員、どうぞ。 

○井熊委員 どうも御説明ありがとうございました。 

 このトータルコストの範囲なのですけれども、２ページに書いてある、これは会計の詳

しい方の最終的な御判断でよろしいかと思うのですが、これはいわゆる間接費部分のとこ

ろというのは、本当に計上しなくていいのかなと、この点は、過去においてもいろいろ問

題になりまして、結局民間としてトータルのコストを出して、民間での売価と原価を比べ

るようなことをしていていいのか。 

 そうすると、国民的に見て、その間接費はどこへ行ってしまっているのだというところ

もあるし、あと本当は減るコストもあるわけですね。例えば、どこかの事務所が要らなく

なるとか、そういうものを物すごく大きな単位でやればそれは計算はすぐできるのですが、

ここで取り上げているような事業であると、それが非常に推計の域を出ないという考え方

はわかるのですが、その存在をきちんと明記をしておかないということは、これは官側の

コスト削減の責務というのが、どこにも文章的にあらわれていないことになってしまうわ

けです。 

 ですので、そこを最終的にどう入れるかどうかというのは御判断であるとしても、それ

はあるんだ、当然、業務は官でやったものが民に任せられれば、その分管理コストが減る

であるとか、あるいは間接コストが減るから、当然それについては削減の努力が必要なん

だというメッセージが伝わるようなことにしなくてはいけないし、あとまたそういうもの

があるから、とんとんぐらいだったら、やはり民間のほうにやらせるべきだとかいうメッ

セージもあっていいのではないかなと思うのです。 

○樫谷委員長 ありがとうございます。そのとおりだと思います。 

 実は、フルコストという言葉があって、フルコスト分析を本当はするべきだと私などだ

と思うのです。 

 そうすると、例えば総理の給料の何分の１をどう配分するかとか、そういう話につなが

ってきて、最終的にはそういうことになるかもわかりませんが、とりあえず今回について
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は、業務フローとの関係もございますので、そこだけだとちょっとフェアではない。 

 特に、今、公開しておりますのは、直接のコストとあとはその受注者サイドのコストを

比較しているので、それではフェアではないので、その周辺に少なくとも市場化テストに

かかわる周辺のコストもあわせて考えていかないといけないだろう。 

 総理のコストはなかなかこちらのほうでマネジメントは恐らくできないと思いますので、

そのマネジメント、ただ、大きく言えば、おっしゃるように償却費でも、それは外注する

ことによって、その部分の減価償却費がなくなるということもあるのですが、本来そこま

でいくことはよく理解しておるのです。 

 当面こういうフルコストではなくて、だから、言葉としてもトータルコストと言ってい

るのは、少しフルコストではないということもありまして、トータルコストという言い方

をさせていただいておりますが、井熊委員がおっしゃるとおり、本来フルコストでつかん

で、把握の仕方はいろいろあるかもわかりませんが、それを情報公開するべきだという考

え方につきましては、この委員会の中でも周知をして議論をしていくということでありま

す。 

 何かございますか。 

○後藤参事官 官民競争入札の場合は、おっしゃるようにフルコストで間接費を配分して、

イコールフィッティングになるようにしているところです。 

 実はそれはワーキンググループでも議論があったところでございまして、まずは協力し

てデータを出していただかなくてはいけない、そのデータはなるべく客観的な数字を出し

ていかなければいけないと。何か目的がはっきりすると、少な目に出すとか多目に出すと

か、いろんなことが起こるものですから、余り目的のところは、むしろまず簡単にその選

定方針の引き上げといったことのわかりやすいところで、まずはスタートさせていただい

て、おっしゃったようなところも議論はしてございまして、この分析を踏まえまして、い

ろいろな活用等も展開していけるのではないかという、委員からの御発言もいただいたと

ころでございますので、まずは取り組んでいくことから始めたいと考えるところでござい

ます。 

○樫谷委員長 ありがとうございます。そのほかに、どうぞ。 

○稲生委員 同じような範囲の話で、ちょっと細かいのですけれども、実施要項策定時が

あって、○の２番目が委託期間中と事業評価時ということで、３段階の評価をすることに

なっております。 

 一方、その実施要項を監理委員会のもとで御策定いただいて、それから府省に戻って、

恐らく選定業務、普通であると選定委員会などを開かれて、謝金とかを払ったりして選定

して契約締結業務をする。 

 その契約も恐らく束ねたりすると、新しい契約書になりますので、場合によっては、そ

の中だけでは足りずに、外部の弁護士の方にお願いするとかというコストもかかってくる

と思うのですが、そういった各府省のほうのコスト、つまり選定業務にかかるコストと、
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それから、契約締結にかかる業務コストみたいなもの、ここについては、どういうふうに

考えておられるのでしょうか。 

 例えば、実施要項策定時に入れているのか、ただ、そうするとちょっと別の話になって

しまうのかなという感じもするのですが、あるいはそれは従来のコストと余り変わらない

だろう、つまり、ばらばらのときのコストと、それがまとまるときのコストが余り変わら

なくて二アリーイコールだから、そこの部分は除いて、あえてトータルコストに入れない

という、それも１つの考えかもしれないのですけれども、いかがでしょうか。 

○後藤参事官 基本的には、事業が始まるまでの間は、実施要項策定という期間と思って

おりまして、市場化テストをやったことによって追加されたものは上げていただきたいと

いうスタンスでおりますので、多分出てくるということを期待しております。 

○稲生委員 わかりました。 

○樫谷委員長 どうぞ。 

○事務局 資料Ａ－３というのがございますけれども、そちらに3/4ページというところが

ございまして、そちらの下のほうに「実施要項策定時（入札）」に係るコストについても

フローをお示ししておりまして、こちらで先ほど参事官から説明があったとおり、以前や

ったものの増分について、コストを計上してもらうと考えているところでございます。 

○樫谷委員長 Ａ－３ですか。 

○事務局 Ａ－３の下のほうに「実施要項策定時（入札）」という部分がございまして、

そちらで入札の公告から落札決定までについて、フローをお示しして、コストを計上して

もらうと考えています。 

○樫谷委員長 稲生先生、よろしいですか。 

○稲生委員 大丈夫です。 

○樫谷委員長 ほかにございますか。引頭委員、どうぞ。 

○引頭委員 昨年９月に意見を述べさせていただきましたが、今回このトータルコスト分

析が始まったことは、井熊委員の先ほどの御指摘のとおり、大きなゴールに向かっての、

最初の小さな一歩だと思います。 

 稲生委員もおっしゃったように、なかなか全てデータをきちんと教科書どおりに集める

というのは、やはり難しいと思います。 

 ただ、私もこの監理委員会の下の統計分科会で活動していた際に、全体のコストがとて

も小さいにも関わらず、市場化テストの対象となり、内閣府を始めとして、各省庁の手間

がとてもかかっているような事案がございました。確かに直接費でみるとコストは削減さ

れたわけですが、本当のところ、つまり官側のコストを含めると本当のところはどうなの

かという疑問を持っておりました。 

 やはり少し生意気な言い方かもしれませんけれども、日本の財政状況が非常に厳しい中

で、実績作りのためだけにこうしたものを進めていくというのは是非避けなければならな

いと思っております。先ほど参事官もおっしゃったように、ある程度の規模のもので、し
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っかりと市場化テストの仕組みを入れていくという形に持っていったほうが、むしろ全体

としての財政は効率的な使い方に結びつくのではないでしょうか。 

 先ほど参事官はなかなか目的を明確にするのはどうかというお話もありましたが、むし

ろ、やはり省庁の方々にも同じような考えを現場で持っていらっしゃる方もいらっしゃる

かと思いますので、誠心誠意お願い申し上げて、できるだけ正確なデータを提出していた

だくというのが、今、私どもにできる一歩ではないかと思っております。 

 

○樫谷委員長 ありがとうございます。 

○後藤参事官 ありがとうございました。 

○樫谷委員長 ほかによろしいですか。 

 続きまして、次の議題であります「国民年金保険料収納事業に係る委託業務の適正かつ

確実な実施を確保するための措置の報告」につきまして御審議いただきたいと思います。 

 本件につきましては、日本年金機構からの報告に基づきまして、入札監理小委員会で審

議を行いました。 

 それでは、本業務における措置につきまして、日本年金機構の国民年金部の町田部長よ

り御報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○町田部長 日本年金機構国民年金部の町田でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元に資料をお配りさせていただいておりますので、それに基づきまして御説明をさ

せていただきます。 

 今回は、国民年金保険料の収納事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置、具体

的には、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第27条の規定に基づきまして、

受託事業者に対して業務改善に関する事項を指示いたしましたので、御報告申し上げます。 

 「指示した事業者」でございますが、東京都渋谷区代々木に本店がございます株式会社

アイヴィジットでございます。 

 具体的な内容ですけれども、１枚おめくりいただきまして、裏面の「３．指示した理由」

から御説明をさせていただきます。 

 当該事業者につきましては、法第20条第１項の規定に基づいて国民年金保険料収納事業

の業務を受託しております。 

 この業務の受託をしている事業者が雇用する中部③地区という地域の戸別訪問員の１人

が、被保険者の意思を確認することなく、不適切な業務処理を平成25年３月２日から３月

14日の間において行ったという事実が判明をいたしました。 

 具体的な不適切な事実というのは、３点ほどございまして、 

 １つ目は、被保険者14名の国民年金保険料免除・納付猶予申請書を自ら作成した。２つ

目は、自ら作成した申請書を、日本年金機構にあてて、郵便差出箱に投函した。３つ目は、

戸別訪問におきまして、被保険者宅を訪問していないにもかかわらず被保険者宅を訪問し

た、あるいは被保険者と接触をしたなどとする内容の活動報告が200件ございました。 
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本件の原因でございますけれども、この戸別訪問員が平成25年２月採用の有期雇用の職

員でございまして、２月の面談のときに訪問リーダー、いわゆる上司の方から面談を受け

たときに、このままでは４月以降の継続は難しいので、ぜひ頑張ってほしいという内容の

面談を受けたことによりまして、この戸別訪問員の方が思い悩み、そういう当該行為に至

ったと本人から申し出がございました。 

 本件事実につきましては、「年金に対するお客様の信頼を失う行為であるとともにコン

プライアンスの観点から看過することができない」ということで、本事業の適正かつ確実

な実施に支障を生じさせるものであると判断をいたしまして、最初に申し上げました、27

条の規定に基づく措置ということで、１枚お戻りいただきまして「２．指示事項」でござ

いますが、３点ございます。 

 １点目は、戸別訪問員が法令を遵守し、適切な業務を遂行するために、管理者による訪

問事跡内容の確認、サービスの質の確認、戸別訪問員との情報共有等、戸別訪問員の管理

の方法を改善すること。 

 ２点目といたしまして、国民年金保険料収納業務に従事するすべての職員に対するコン

プライアンスの研修を行い、内容や頻度を見直した上で定期的に行い、業務従事者全員の

法令遵守に対する意識を高めること。 

 ３点目といたしまして、本件に関わる業務部門以外のコンプライアンスに関する専門部

門による業務監査を定期的に実施し、その結果を踏まえ業務の改善や事故防止策を検討す

ることでございます。なお、改善指示を出しまして、この改善指示を速やかに検討し７月

30日、一昨日でございますが、日本年金機構に提出をするよう求めており、７月30日に一

応提出をされております。 

 内容につきましては、今、精査をしておりますが、これに引き続き書面により毎月20日

までに報告ということで指示をしております。 

 なお、先般の小委員会でいろいろ御議論をいただいた中で、幾つか御質問いただいたこ

とに対して御報告をさせていただきます。 

 まず１点目でございますが、採用時などに、この戸別訪問員に対して目標等の件数を説

明していたのかという御質問がございまして、改めて確認しましたところ、目標等につい

てしっかり説明をしているということを確認しております。 

 ２点目でございますが、被保険者の国民年金保険料免除・納付猶予申請書14件について、

自ら作成したということでございますけれども、全体としてどのくらいの割合になるのか

という御質問をいただきまして、この中部③地区におきましては、免除を認められた方が

平成24年度でございますが、28万8,000件ほどございます。また、アイヴィジットは全部で

５地区を受託しており、受託地区全体で見ますと188万件ということで、件数的には非常に

少ない件数であったということでございます。 

 ３点目といたしまして、コンプライアンス部門の対応を私どもは求めたわけでございま

すが、組織的に対応可能なのかということで御質問いただきました。こちらはグループ企
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業全体として今回のことを重く受けとめ、グループ企業の監査部門を含めた総勢二十数名

の体制で対応してまいるということで、報告を受けております。 

 最後に、改善が見込まれない場合、どのようにしていくのかという御質問をいただきま

した。最終的には公サ法に照らして、適切に対応していくということでございますけれど

も、内容によりまして、契約解除を行うこともあり得るということをこの受託事業者には

伝えております。 

 なお、先ほど申し上げましたけれども、改善報告書につきましては、７月30日に提出を

されておりまして、今、私どものほうで内容をしっかり精査をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 以上、大変簡単ではございますけれども、御報告とさせていただきます。 

 

○樫谷委員長 ありがとうございました。ただいまの報告について、何か御意見、御質問

はございますでしょうか。御質問の前に事務局から何かつけ加えておくことはありますか。

どうぞ、川島委員。 

○川島委員 どうも御説明ありがとうございました。２つお聞きしたいのですけれども、

１つはこうした事実がどうやって発見されたのかということですね。会社の中で、チェッ

クが働いて発覚したのか、あるいは外部からの指摘があってなのか、それが１点です。 

 それともう一つ、この種の業務は全国的に複数の地域によって、他社さんもやられてい

ると思っていまして、例えばこうしたことがあったということで、事故を起こしていない

業者さんに対しても、改めて注意喚起を行うだとかということが重要だと思いまして、そ

のような対応はどうされているのかというのを教えてください。 

○町田部長 御質問を２点ほどいただきまして、お答えをさせていただきます。 

 まず、１点目でございますが、どうしてこういう事象が分かったのかということにつき

ましては、この戸別訪問員の方が書類を若干誤って書いておりましたので、年金事務所の

審査、要するに機構の審査におきまして、御本人様に照会をさせていただきました。 

 その結果、御本人様から「私はこういう書類を書いた覚えがない」との回答があり、そ

れが端緒になっております。 

 なお、余談ではございますが、この免除申請というのは行政処分でございますので、必

ず通知が出ます。仮にこのような不正行為を行ったとしても、御本人様宛てに通知、免除

を承認したあるいは承認できなかったという通知を発出させていただいておりますので、

その段階で発覚するという仕組み、要するに、行為者と処分をするところが違うというこ

とで、お客様からそういう申し出があれば、確認できる仕組みになっております。 

 ２点目でございますが、お話しいただきましたとおり、この会社以外にも全国でいろい

ろな業者がこの事業をやっておるわけでございまして、私どもはこのことを重く受けとめ

まして、品質管理という観点から、全事業者に対しまして、要は面談の仕方、品質管理の

確保の仕方ということで、いわゆるチェックシートというものを各事業者のほうに配りま
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した。 

 例えば、お客様から代筆を求められたら書いていいのかとか、そういうことを過去にや

ったことがあるのかとか、ということで、品質管理チェックシートというものをつくって

全事業者に指示をさせていただきたいと思います。 

 その上で、そういう品質管理をしながら、面談をしていただいて、面談の中で教育をや

っていただく。こういうことが二度とあってはならないように、そういう教育をしっかり

やってもらうということを、今、考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○樫谷委員長 川島委員、よろしいですか。 

○川島委員 はい。 

○樫谷委員長 ほかに何かございますか。どうぞ、引頭委員。 

○引頭委員 御説明ありがとうございました。 

 １点だけ質問がございます。今回「指示事項」が出されて、改善報告書といいますか改

善計画書のようなものが提出されたわけです。現在、内容を精査中ということは理解して

おりますが、仮に内容が十分だった場合、その後、例えばモニタリングといったチェック

についてはどのようにお考えでしょうか。 

 それと、すみません、もう一つ質問を追加させてください。先ほど、教育についてかな

り力を入れるというご説明を受けましたが、教育というものは、１回やって終わりという

ものではなく、むしろ定着させることが非常に大事だと思いますが、この点についてもい

かがお考えでしょうか。以上２点お願いいたします。 

 

○町田部長 ２点ほど御質問をいただきました。 

 ７月30日に報告を受けた改善報告書の中身に若干関係あるのですけれども、まず、モニ

タリングにつきましては、この受託事業者が、例えば、実際に訪問されたお客様を実績か

ら任意に抽出をしまして、１つは電話によるフォローコール、私どもはサンキューコール

と呼んでおるのですけれども、「お客様のところへこういう訪問員が行きましたけれども、

どうでしたか」ということを問いかけることで、お客様が応対をしていれば、「そういう

方が見えられてこういうことをお話ししました」とか、「いいえ、そんな方は来ていませ

んよ」ということであれば、まず、そこで不正の確認ができます。このようなモニタリン

グを継続的に行っていくということの報告が来ております。 

 あわせて電話だけではなくて、調査員が実際に訪問して、数は少ないですけれども、モ

ニタリングをやっているということを、訪問員の方にしっかり伝えることによって、牽制

効果を持たせていきたいと思っております。 

 さらにこの受託事業者だけに任せるのではなくて、私どもも実際に訪問するリスト、例

えばこの調査員Ａさんという方が、戸別訪問するリストをもらって、私どものほうでここ
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とここのチェックをしてみてくださいということを投げかけて、その結果をフォローして

いきたいということも考えております。 

 ２点目の研修でございますが、コールセンターの職員につきましては、常日ごろ机に座

っておりますので、ある程度まとまって研修ができるのですが、戸別訪問員は、どこの事

業者も大体同じなのですが、１カ月に一度、１ヶ所に集めてミーティングをしております。 

 そういう機会を捉まえまして、先ほど申し上げましたコンプライアンスを中心に、事業、

業務の研修もありますけれども、専門部門から講師を派遣をして、研修をするということ

を考えております。 

 以上でございます。 

 

○引頭委員 ありがとうございました。 

○樫谷委員長 よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。それでは、監理委員会と

して確認したとしたいと思います。引き続き事務局において整理の上、措置の結果につき

ましては、今後の監理委員会において報告いただきたいと思います。 

 以上をもって、本日の公開審議は終了となります。傍聴者の方がいらっしゃいましたら、

御退席をお願いしたいと思います。 

（傍聴者退室） 

○樫谷委員長 では、年金機構の方、ありがとうございました。 

（日本年金機構退室） 

 


